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(8) 土木学会受託研究取扱規程 

 

昭和45年７月24日 制  定 

昭和46年８月27日 一部改正 

昭和51年２月27日 〃 

平成６年３月18日 〃 

平成７年５月16日 〃 

平成18年７月21日 〃 

平成23年７月15日 〃 

平成24年１月20日 〃 

2020年11月20日 〃 

2022年３月18日 〃 

 

（総 則） 

第１条 土木学会が外部からの委託申し出によって、調査、研究、試験等（以下「受託研究」と

いう。）を受託する場合は、この規程によるものとする。 

（受託研究の要件） 

第２条 受託研究は、土木工学および土木技術の進展に寄与し、かつ、高度の学識・技術経験を

要すると認められるものでなければならない。 

（委託申し出） 

第３条 委託申し出は、委託者の提出する委託研究申請書（様式１）による。原則として、依頼

された部門、技術推進機構および支部を委託の担当とする。 

（受託の諾否） 

第４条 委託申し出に対する受託の諾否は、担当部門、技術推進機構、または担当支部での審議

を経て理事会で決める。ただし、軽微なものについては、会長が決めることができる。また、

担当部門、技術推進機構、または担当支部において、委託申し出の内容により事前に不適当も

しくは不備と認めた場合、理事会の審議を経ずして、委託者に受託の拒否もしくは委託研究内

容の見直しができるものとする。 

２ 受託の諾否にあたっては、特定の個人又は団体の利益に関わるものでないことを十分精査す

るものとする。 

（契 約） 

第５条 委託研究を受託したときは、契約書を作成し、委託者、受託者おのおのその１通を保有

するものとする。 

２ 契約に先立ち、見積書等の受託金額に係る書類を提出する必要がある場合は、原則として、

事前に、会長の承認を得ることとする。 

３ 契約書には、次の事項を記載しなければならない。 

   ①受託研究の名称 

   ②受託研究の目的および細目 

   ③受託研究の実施期間 

   ④受託研究に要する予定経費 

   ⑤前号の経費の支払条件および清算に関する事項 

   ⑥契約の変更に関する事項 

   ⑦報告書に関する事項 

⑧工業所有権、著作権の帰属等の取扱 

   ⑨その他必要と認める事項 
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（委員会） 

第６条 受託研究を処理するため、必要に応じて、特別委員会を設けることができる。 

２ 受託研究を処理する委員会の委員の選定、運営にあたっては、委託者との利益相反に十分に

配慮する。 

（受託費） 

第７条 受託研究に要する予定経費（以下「受託費」という。）は、これをわけて直接費と管理

費とする。 

直接費とは受託研究のために直接必要とする経費をいい、管理費とは、人件費、借地料、減価

償却費、光熱水道費、通信費、事務用品費等で、事務局の一般経費と区分が困難な経費をいう。 

２ 直接費のうち、謝金、旅費、交通費等は、別に定める基準による。 

（管理費） 

第８条 管理費は、直接費の33％とする。ただし、委託者に管理費について別に定めのある場合

は、両者協議のうえ決定するものとする。 

（成 果） 

第９条 受託研究が完了したとき、または中間において必要が生じたときは、成果を委託者に提

出するものとする。 

２ 成果は、原則として一般に公表する。ただし、公表にあたっては、予め委託者と協議するも

のとする。 

（前納金） 

第10条 受託費の納付は、原則として一括または分割、前納とする。 

２ 契約方式により、後納とすることができる。 

（精 算） 

第11条 受託研究が完了し、第８条による成果を提出したときは、すみやかに受託金の精算を行

うものとする。 

（帳 簿） 

第12条 本会は、受託研究ごとに帳簿を備え付け、受託、契約等の年月日および受託費出納の年

月日、金額、その他必要事項を記録するものとする。 

（規程の改正） 

第13条 この規程の改正は、理事会の承認を得るものとする。 

 

附則（昭和45年７月24日 理事会制定） この規程は、昭和45年８月１日から施行する。 

附則（昭和46年８月27日 理事会議決） この変更規程は、昭和46年８月27日から施行する。 

附則（昭和51年２月27日 理事会議決） この変更規程は、昭和51年２月27日から施行する。 

附則（平成６年３月18日 理事会議決） この変更規程は、平成６年３月18日から施行する。 

附則（平成７年５月16日 理事会議決） この変更規程は、平成７年５月16日から施行する。 

附則（平成18年７月21日 理事会議決） この変更規程は、平成18年７月21日から施行する。 

附則（平成23年７月15日 理事会議決） この変更規程は、平成23年７月15日から施行する。 

附則（平成24年１月20日 理事会議決） この変更規程は、平成24年１月20日から施行する。 

附則（2020年11月20日 理事会議決） この変更規程は、2020年11月20日から施行する。 

附則（2022年３月18日 理事会議決） この変更規程は、2022年３月18日から施行する。 
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委 託 研 究 申 込 書 

 

（西暦）年 月 日 

公益社団法人 土木学会 

会 長         殿 

 

委託申込者 

住所 

所属 

氏名           印 

 

 

土木学会受託研究取扱規程の定めるところにより、下記により委託いたしたいので、ご承諾下さるよ

うお願い申し上げます。 

 

1. 委託研究名称： 

2. 委託研究申込の趣旨及び内容の概要： 

3. 委託期間：（西暦）年 月 日より （西暦）年 月 日まで 

4. 委託金額（予定） 

5. 最終成果物の公開の可否 

6. 特に学会に要請する理由 

7. 依頼部門（委員会）または支部 

8. 委員会 委員構成（案）（会員、非会員を明記） 


